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は じ め に 

 
 

 高齢者の権利擁護を目的とする「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等

に関する法律（平成 17年法律第 124号。以下「高齢者虐待防止法」という。）が平成 18

年４月に施行され、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保

護及び適切な養護者に対する支援を行うことが、国及び地方公共団体の責務として定め

られました。 

 県では、市町や介護サービス従事者などを対象に、虐待の予防を図り、また、虐待が

起きてしまった場合でも迅速かつ適切に対応できるよう、平成 17 年に「高齢者虐待防

止・対応マニュアル（以下「本マニュアル」という。）」を作成し、令和６年にこれを改訂

しています。 

 この度、国の各自治体に向けた高齢者虐待防止マニュアルである「市町村・都道府県

における高齢者虐待への対応と養護者支援について（以下「厚生労働省マニュアル」と

いう。）」が令和７年に改訂されたことに伴い、厚生労働省マニュアル及び公益社団法人

日本社会福祉士会作成の「市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者に

よる高齢者虐待対応の手引き」を参考に、本マニュアルを改訂することとしました。 

 市町におかれましては、本マニュアルを、虐待対応の取組や、体制整備の充実などに

御活用いただければ幸いです。 
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